
平成30年７月13日　公告

案件名：「玉出中学校仮設校舎一式 借入」
上記案件について仕様書に一部誤りがあったため、訂正します。

訂正箇所 正 誤

玉出中学校仮設校舎一式
借入　設備工事区分表
電気・情報通信　設備工事

（削除）…別紙参照。
工事内容欄 「配膳室専用インターホン」に係る区分の欄。
…別紙参照

玉出中学校仮設校舎一式
借入　設備工事区分表
電気・情報通信　設備工事

（削除）…別紙参照。
工事内容欄 「中継ポンプユニット盤まで電源送り」に係る
区分の欄。…別紙参照

玉出中学校仮設校舎一式
借入　設備工事区分表
電気・情報通信　設備工事

（削除）…別紙参照。
工事内容欄 「管理作業員室天井扇扇風機取付」に係る
区分の欄。…別紙参照



電気・情報通信　設備工事 表示部は誤

受注者 機器新設 機器移設 既設校舎と接続 施工業者 機器新設 機器移設 既設校舎と接続 関連校舎 工事内容 備考

○ ○ 仮設校舎用新設 電灯・動力盤設置

○ ○ 仮設校舎用新設 照明器具、コンセント取付

○ ○ 仮設校舎用 配膳室専用インターホン 配膳室と職員室間(機器は既設校舎より移設)

○ ○ 仮設校舎用新設 自火報受信器及び感知器取付 仮設校舎包含分

○ ○ ○ 仮設校舎用新設 TV設備　※１ 校長室、職員室、管理作業員室

○ ○ ○ 仮設校舎用新設 LAN設備（Beeネット、にぎわいネット）　※１

○ 仮設校舎用新設 中継ポンプユニット盤まで電源送り 動力電源

○ ○ ○ 仮設校舎用新設 放送設備　※１ 仮設校舎内スピーカー新設

○ ○ 解体校舎から仮設校舎へ移設 既設扇風機の移設・取付 各普通教室より移設

○ ○ 解体校舎から仮設校舎へ移設 管理作業員室天井扇扇風機取付 管理作業員室より移設

○ ○ 解体校舎から仮設校舎へ移設 既設自火報受信器移設（既設校舎包含） 職員室より移設

○ ○ ○ 解体校舎から仮設校舎へ移設 プログラムタイマー 職員室より移設　既設放送室に接続

○ ○ ○ 解体校舎から仮設校舎へ移設 ワイヤレスマイク 職員室より移設　既設放送室に接続

○ ○ 解体校舎から仮設校舎へ移設 タイムカードリーダー 職員室より移設

○ ○ ○ 解体校舎から仮設校舎へ移設 EVインターホン 職員室及び管理作業員室と既設EVと接続

○ ○ 仮設校舎-仮設門 ドアホン新設 仮設校舎（職員室及び管理作業員室）と仮設門の接続

○ ○ ○ 解体校舎から仮設校舎へ移設 警報盤 管理作業員室より移設

○ ○ 解体校舎から仮設校舎へ移設 既設集中リモコン配線 （西校舎と接続）

○ ○ 解体校舎から保管倉庫へ移設 配膳室用分電盤（電灯・動力） 保管倉庫へ移設

○ ○ ○ 解体校舎から仮設校舎へ移設 電話（主装置、電話機等） 仮設校舎及び既設校舎の整備（保健室は西校舎）

○ ○ 西校舎 LAN設備 西校舎弱電端子盤から（保健室とパソコン教室）へ配線

○ ○ 西校舎 弱電端子盤 1F西校舎に新設

玉出中学校仮設校舎一式借入　設備工事区分表

本工事 別途工事

※１　TV、LAN、放送設備工事については西校舎の新設弱電端子盤（別途工事）まで配線及び接続を行うこと。

（注意１）仮設校舎と既設校舎の接続が必要になる為、機器動作試験まで行うこと。別途契約業者と十分に調整のうえ施工を行うこと。
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電気・情報通信　設備工事

受注者 機器新設 機器移設 既設校舎と接続 施工業者 機器新設 機器移設 既設校舎と接続 関連校舎 工事内容 備考

○ ○ 仮設校舎用新設 電灯・動力盤設置

○ ○ 仮設校舎用新設 照明器具、コンセント取付

○ ○ 仮設校舎用新設 自火報受信器及び感知器取付 仮設校舎包含分

○ ○ ○ 仮設校舎用新設 TV設備　※１ 校長室、職員室、管理作業員室

○ ○ ○ 仮設校舎用新設 LAN設備（Beeネット、にぎわいネット）　※１

○ ○ ○ 仮設校舎用新設 放送設備　※１ 仮設校舎内スピーカー新設

○ ○ 解体校舎から仮設校舎へ移設 既設扇風機の移設・取付 各普通教室より移設

○ ○ 解体校舎から仮設校舎へ移設 既設自火報受信器移設（既設校舎包含） 職員室より移設

○ ○ ○ 解体校舎から仮設校舎へ移設 プログラムタイマー 職員室より移設　既設放送室に接続

○ ○ ○ 解体校舎から仮設校舎へ移設 ワイヤレスマイク 職員室より移設　既設放送室に接続

○ ○ 解体校舎から仮設校舎へ移設 タイムカードリーダー 職員室より移設

○ ○ ○ 解体校舎から仮設校舎へ移設 EVインターホン 職員室及び管理作業員室と既設EVと接続

○ ○ 仮設校舎-仮設門 ドアホン新設 仮設校舎（職員室及び管理作業員室）と仮設門の接続

○ ○ ○ 解体校舎から仮設校舎へ移設 警報盤 管理作業員室より移設

○ ○ 解体校舎から仮設校舎へ移設 既設集中リモコン配線 （西校舎と接続）

○ ○ 解体校舎から保管倉庫へ移設 配膳室用分電盤（電灯・動力） 保管倉庫へ移設

○ ○ ○ 解体校舎から仮設校舎へ移設 電話（主装置、電話機等） 仮設校舎及び既設校舎の整備（保健室は西校舎）

○ ○ 西校舎 LAN設備 西校舎弱電端子盤から（保健室とパソコン教室）へ配線

○ ○ 西校舎 弱電端子盤 1F西校舎に新設

玉出中学校仮設校舎一式借入　設備工事区分表

本工事 別途工事

※１　TV、LAN、放送設備工事については西校舎の新設弱電端子盤（別途工事）まで配線及び接続を行うこと。

（注意１）仮設校舎と既設校舎の接続が必要になる為、機器動作試験まで行うこと。別途契約業者と十分に調整のうえ施工を行うこと。

is996119
タイプライターテキスト
　　　　　　　　　　正


